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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバが運転する車両の前後方向及び左右方向の加速度を検出する加速度検出手段と
、
　前記車両の前後方向の加速度及び前記車両の左右方向の加速度を用い、前記車両の左右
方向の加速度に対して前記車両の前後方向の加速度に重み付けをした度数分布を算出して
格納する分布算出手段と、
　前記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運転を評価
する運転評価手段と、
　前記評価の結果を出力する出力手段と
　を備えることを特徴とする車両の運転評価装置。
【請求項２】
　前記運転評価手段は、前記度数分布において、設定された閾値に基づいて前記ドライバ
の運転を評価することを特徴とする請求項１に記載の車両の運転評価装置。
【請求項３】
　前記分布算出手段は、第１の所定の期間において検出された前記前後方向の加速度の度
数分布を算出することを特徴とする請求項１に記載の車両の運転評価装置。
【請求項４】
　前記分布算出手段は、第２の所定の期間において検出された前記前後方向の加速度に対
し、検出された時期に応じた重みづけを行った度数分布を算出することを特徴とする請求
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項１に記載の車両の運転評価装置。
【請求項５】
　前記加速度検出手段は、前記車両の左右方向の加速度を検出し、前記分布算出手段は、
前記前後方向の加速度及び前記車両の左右方向の加速度を積算した度数分布を算出するこ
とを特徴とする請求項１に記載の車両の運転評価装置。
【請求項６】
　検出された前記前後方向の加速度を経時的に積算することにより、車速の推測を行う車
速推測手段と、
　推測された前記車速に基づいて、前記車両が走行している道路状況を判定する道路判定
手段を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の車両の運転評価装置。
【請求項７】
　前記運転評価手段は、前記車両が走行している道路状況に基づいて、前記ドライバの運
転の評価の態様を変更することを特徴とする請求項６に記載の車両の運転評価装置。
【請求項８】
　ドライバが運転する車両の前後方向及び左右方向の加速度を検出する加速度検出手段と
、
　前記車両の前後方向の加速度及び前記車両の左右方向の加速度を用い、前記車両の左右
方向の加速度に対して前記車両の前後方向の加速度に重み付けをした度数分布を算出して
格納する分布算出手段と、
　前記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運転を評価
する運転評価手段と、
　前記評価の結果を出力する出力手段と
　を備える車両の運転評価装置に備えられたコンピュータを制御するコンピュータプログ
ラムであって、
　該コンピュータを前記前後方向の加速度検出手段、前記分布算出手段、前記運転評価手
段及び出力手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とするコンピュータプログ
ラム。
【請求項９】
　車両の運転評価装置において実行される運転評価方法であって、
　ドライバが運転する車両の前後方向及び左右方向の加速度を検出する加速度検出工程と
、
　前記車両の前後方向の加速度及び前記車両の左右方向の加速度を用い、前記車両の左右
方向の加速度に対して前記車両の前後方向の加速度に重み付けをした度数分布を算出して
格納する分布算出工程と、
　前記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運転を評価
する運転評価工程と、
　前記評価の結果を出力する出力工程と
　を備えることを特徴とする車両の運転評価方法。
【請求項１０】
　検出された前記前後方向の加速度を経時的に積算することにより、車速の推測を行う車
速推測手段と、
　推測された前記車速に基づいて、前記車両が走行している道路状況を判定する道路判定
手段と
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の車両の運転評価装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルタコグラフなどのドライバによる車両の運転の評価を行う車
両の運転評価装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　自動車などの車両において、各種センサによって検出された車両情報をもとにドライバ
の運転を評価する車両の運転評価装置が使用されている。そのような車両の運転評価装置
における評価の方針として、例えば、運転の危険度や、燃料の消費に基づく環境への影響
などが採用されている。特許文献１には、ドライバによるアクセル、ブレーキ、及びハン
ドルの急操作、並びに車間距離に基づいて運転の評価を行う構成が開示されている。特許
文献２には、車速や加速度などの車両状態、ドライバの運転、及び車両が走行している道
路の環境に基づいてドライバの将来の不慮遭遇予測を行う構成が開示されている、
【特許文献１】特開２０００－２４７１６２号公報
【特許文献２】特開２００１－２０８１２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような技術においては、評価材料として多くの車両情報を必須とす
る場合があり、該車両情報の検出のため、より多くのセンサを用いて車両情報を検出する
必要があった。さらに、ドライバ各人の運転技術とは無関係に、予め設定された条件に反
するような検出結果に対しては、一律に、所謂推奨されない運転として判断されてしまう
という技術的問題点があった。
【０００４】
　本発明は、上述の問題点に鑑み、可及的少ないセンサによって検出された車両情報を用
いて、ドライバの運転技術をも考慮した運転評価を行い、評価結果をドライバに報知する
車両の運転評価装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の車両の運転評価装置は、ドライバが運転する車両
の加速度を検出する加速度検出手段と、前記加速度の度数分布を算出して格納する分布算
出手段と、前記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運
転を評価する運転評価手段と、前記評価結果を出力する出力手段とを備える。
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の車両の運転評価方法は、ドライバが運転する車両
の加速度を検出する加速度検出工程と、前記加速度の度数分布を算出して格納する分布算
出工程と、前記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運
転を評価する運転評価工程と、前記評価の結果を出力する出力工程とを備える。
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のコンピュータプログラムは、ドライバが運転する
車両の加速度を検出する加速度検出手段と、前記加速度の度数分布を算出して格納する分
布算出手段と、前記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバ
の運転を評価する運転評価手段と、前記評価の結果を出力する出力手段とを備える車両の
運転評価装置に備えられたコンピュータを制御するコンピュータプログラムであって、該
コンピュータを前記加速度検出手段、前記分布算出手段、前記運転評価手段及び出力手段
の少なくとも一部として機能させる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施例に係る車両の運転評価装置の基本的な構成を概念的に示すブロック図で
ある。
【図２】本実施例に係る車両の加速度の度数分布を示すヒストグラムの一例である。
【図３】本実施例に係る車両の運転評価装置の基本的な動作の流れを示すフローチャート
である。
【符号の説明】
【０００９】
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　１０１…加速度センサ、１０２…ＣＰＵ、１０３…分布算出部、１０４…統計処理部、
１０５…運転評価部、１０６出力部
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態として、本発明の車両の運転評価装置、方法
、及びコンピュータプログラムに係る実施形態の説明を行う。
【００１１】
　本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態は、ドライバが運転する車両の加速度を検
出する加速度検出手段と、前記加速度の度数分布を算出して格納する分布算出手段と、前
記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運転を評価する
運転評価手段と、前記評価結果を出力する出力手段とを備える。
【００１２】
　本発明の車両の運転評価装置の実施形態によれば、ドライバが運転する車両の加速度の
度数分布及び該度数分布における歪度を算出し、該歪度に基づいて、統計的にドライバの
運転技術をも考慮した運転の評価を行うことが出来る。中でも、車両のドライバの予測判
断レベルの低下に起因する不慮遭遇度合の評価により焦点を合わせた運転の評価を行い、
主に車両のドライバに対し該評価結果に応じた不慮遭遇度合の報知を行うものである。こ
こに、加速度の度数分布とは、典型的にはドライバによるアクセル操作やブレーキ操作な
どの加減速操作及び制動操作などに起因して変動する車両の加速度が、所定の範囲及び所
定の時間毎に分割して度数分布として算出されたものであり、例えばヒストグラムなどの
形として算出され、格納されても良い。尚、歪度とは、典型的には、統計データの分布に
おける非対称性を表す尺度であり、一方の側への偏り度合を示す指標値である。
【００１３】
　ここに、ドライバの急なアクセル操作による車両の急加速は、ドライバ本人の意思との
相関から、ドライバの予測判断に基づく操作であると考えられる一方で、急ブレーキ操作
による急制動は、典型的には、車間距離が不充分であること、脇見運転による不注意、ス
ピードの出し過ぎなど、ドライバの周辺予測判断が乏しい行動に起因するとの見方がある
。本実施形態に係る車両の運転評価装置は、検出された車両の加速度の度数分布において
、特に、負の加速度方向への偏り（つまり、歪度＜０となる状況）から、このようなドラ
イバの予測判断の乏しさに起因する不慮遭遇度合を推測する。
【００１４】
　つまり、急加減速及び急制動などを行なわないよう道路状況を把握したドライバの運転
する車両においては、検出される加速度の度数分布は、比較的歪度は０に近くなる傾向が
見られる。また、アクセル操作もブレーキ操作も頻繁に行う、所謂キビキビとした運転が
行われている車両においては、急加減速は多くなるものの、急加速（覚醒レベルが高い状
態）も同時に多くなり、結果として歪度は比較的０に近いものとなる。他方で、予測判断
に乏しいドライバの運転する車両においては、前述の理由によって急ブレーキ操作が多く
なると考えられ、検出される加速度の分布において、その歪度は０よりも小さくなる（つ
まり、負の加速度方向へ偏る）傾向があると考えられる。
【００１５】
　本実施形態では、加速度検出手段の動作により、ドライバによる運転のもと車両の走行
中には、典型的には、リアルタイムに該運転の全工程における加速度が検出される。そし
て、分布算出手段により、検出された加速度の度数分布が算出され、格納される。次いで
、運転評価手段によって、格納された加速度の度数分布における歪度が算出され、該歪度
に基づく運転の評価が行われる。そして、歪度に基づく運転の評価結果における運転の危
険度レベルに応じて、例えばディスプレイやスピーカなどである出力手段を介してドライ
バなどの車両の乗員に対し、リアルタイムに文字や音声などによる注意喚起などの報知が
行われる。
【００１６】
　このように、走行中に常時検出された車両の加速度データを度数分布として算出し、そ
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の分布における歪度に基づいて運転の評価を行うことで、ドライバの運転の傾向からドラ
イバの予測判断レベルを推測し、該予測判断レベルに基づいて注意喚起を行うことが可能
となる。
【００１７】
　尚、本実施形態に係る車両の運転評価装置は、典型的には、車両に搭載或いは設置され
て単体で動作することを目的とする所謂スタンドアロン型の装置であり、加速度検出手段
、分布算出手段、運転評価手段及び出力手段とを備えて成る装置である。しかしながら、
他方で、デジタルタコグラフやカーナビゲーションシステムなどの装置或いは車両自体に
組み込まれ、例えば、該装置に備えられる加速度センサなどの加速度検出手段からの加速
度の入力を受け、同様に該装置に備えられるディスプレイやスピーカなどの出力手段を介
して、運転評価結果の出力を行うよう構成されていても良い。
【００１８】
　本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態の一の態様は、前記運転評価手段は、前記
度数分布において、設定された閾値に基づいて前記ドライバの運転を評価する。
【００１９】
　この態様によれば、前述の如く算出された走行中の車両の加速度の度数分布において、
算出された度数分布の歪度が、所定の閾値（例えば、―２．０）を超過した場合に、ドラ
イバの予測判断レベルが低下していると判断し、ドライバ及び乗員に対し不慮遭遇度合を
報知して注意喚起を行う。このように構成すれば、ドライバの運転における予測判断レベ
ルが危険域に達したことを好適に検出して、ドライバ或いは乗員に対し適切な注意喚起を
行うことが可能となる。
【００２０】
　本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態の他の態様は、前記運転評価手段は、時系
列的に検出された前記加速度のトレンドを観測することにより前記ドライバの運転を評価
する。
【００２１】
　この態様によれば、前述の如く算出された走行中の車両の加速度の度数分布において、
リアルタイムに検出される加速度データの統計における直近の時系列データから、ドライ
バの判断予測レベルのトレンドを観測し、該トレンドが予測判断レベルの低下方向に向か
っている場合に注意喚起を行う。このように構成すれば、ドライバの運転における予測判
断レベルの低下が近い将来に危険域に達することを好適に推測して、危険な状態になる前
にドライバ或いは乗員に対し適切な注意喚起を行うことが可能となる。
【００２２】
　本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態の他の態様は、前記分布算出手段は、第１
の所定の期間において検出された前記加速度の度数分布を算出する。
【００２３】
　ここに、「第１の所定の期間」とは、例えば現在から過去１時間前、或いは車両のエン
ジンが稼働されてから停止されるまでの所謂１回のドライブ中であるような、比較的短い
期間である。この態様によれば、分布算出手段は、直近の比較的短い期間において検出さ
れた加速度データのみを用い、例えば、移動平均的に度数分布を算出する。このような第
１の所定の期間においては、検出される加速度データに係る度数分布における経時的要素
が乏しいと考えられるため、現在のドライバの運転状況により重点をおいた運転の評価を
行うことが可能となる。
【００２４】
　従って、このように構成された場合、直近の短期間でのドライバの運転を評価の対象と
するため、最近の運転の傾向からドライバの予測判断レベルを評価することで、現在のド
ライバの運転状況に即した好適な運転の評価及び該評価結果に応じた注意喚起を行うこと
が可能となる。また、例えば、分布算出手段に備えられたメモリに対し算出された加速度
の度数分布データを格納するに際して、技術的に記録容量が制限されるメモリの容量を好
適に抑制することが出来るという利点もある。
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【００２５】
　本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態の他の態様は、前記分布算出手段は、第２
の所定の期間において検出された前記加速度に対し、検出された時期に応じた重みづけを
行った度数分布を算出する。
【００２６】
　ここに、「第２の所定の期間」とは、典型的には、過去１ヶ月や過去１年などの比較的
長い期間であり、例えば、車両のエンジンが稼働されてから停止されるまでの所謂ドライ
ブ毎の評価を越えて、少なくとも複数のドライブにまたがる運転状況の評価を行うことが
出来る期間である。また、言い換えれば、第２の所定の期間とは、前述の第１の所定の期
間が経時的に蓄積されたものである。この態様によれば、分布算出手段は、比較的長い期
間において検出された加速度データにおいて、検出時期に応じて重みづけを行って度数分
布を算出する。ここに、検出時期に応じて重みづけを行う態様とは、典型的には、比較的
過去の加速度データ及び比較的最近のデータとに分けられた加速度データに、夫々異なる
重みづけを行ったうえで、一つにまとめる、或いは比較するなどの手法によるものである
。
【００２７】
　このような第２の所定の期間においては、一時的なドライバの運転の態様及び道路状況
の評価よりも、長期間のドライバの運転特性がより反映されることが考えられる。従って
、このように構成された場合、例えば、長期間のドライバの運転の傾向を考慮しつつ、特
に最近の運転傾向に対して重みづけを行った度数分布を算出することで、ドライバの運転
傾向を充分に加味しつつも、現在のドライバの運転状況にも即した運転評価及び該評価結
果に応じた注意喚起を行うことなどが可能となる。
【００２８】
　本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態の他の態様は、前記加速度検出手段は、前
記車両の左右方向の加速度を検出し、前記分布算出手段は、前記加速度及び前記車両の左
右方向の加速度を積算した度数分布を算出することを特徴とする。
【００２９】
　この態様によれば、加速度検出手段は、車両の左右方向の加速度（所謂、横Ｇ）を検出
し、分布算出部は、該横Ｇのデータを加速度の前述の度数分布に積算して（例えば、ベク
トル合成するなどして）、算出された度数分布に基づくドライバの運転の評価が行われる
。このように構成すれば、例えば、ドライバの急ハンドル操作に起因する車両の左右方向
の加速度の変化をも運転評価の対象とすることが出来る。ここに、ドライバによる急ハン
ドル操作は、典型的には、前方不注意などによる緊急回避動作など、ドライバの予測判断
が乏しいことに起因するものであるとの見方があり、急加速及び急制動と同様に不慮遭遇
度合の評価材料になり得る。つまり、左右方向の加速度の度数が高い傾向にあるドライバ
の運転は、急ハンドルを多用することから予測判断レベルが乏しいと評価することが出来
るものである。
【００３０】
　本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態の他の態様は、検出された前記加速度を経
時的に積算することにより、車速の推測を行う車速推測手段と、
　推測された前記車速に基づいて、前記車両が走行している道路状況を判定する道路判定
手段を更に備える。
【００３１】
　この態様によれば、加速度検出手段によって検出された加速度を経時的に累積すること
により、車両の運転速度の推測を行う。更に、推測された車両の速度に基づいて、例えば
、現在の車両が走行している道路が一般道路であるか高速道路であるかなど、現在車両が
走行している道路状況を判断する。
【００３２】
　更に、前記運転評価手段は、前記車両が走行している道路状況に基づいて、前記ドライ
バの運転の評価の態様を変更する。
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【００３３】
　このように構成すれば、現在の車両が走行している道路が一般道路であるか高速道路で
あるかを好適に判定した上で、夫々の道路状況に即して個別に用意された閾値或いはトレ
ンド評価の指標などを用いてドライバの運転を評価することによって、車両の走行状況に
好適に対応した、ドライバの運転の評価、及び必要な状況下での注意喚起を行うことが出
来る。このような構成に依らない場合、典型的には、一般道路と高速道路では、走行中の
急加速、急制動及び急ハンドルなどのドライバの予測判断が乏しいことに起因する危険度
が異なるとの見方も成立することから、夫々の道路状況を鑑みない単一の指標のみでは充
分にドライバの運転の評価が行えず、適切な注意喚起を行えない虞がある。
【００３４】
　本発明のコンピュータプログラムの実施形態は、ドライバが運転する車両の加速度を検
出する加速度検出手段と、前記加速度の度数分布を算出して格納する分布算出手段と、前
記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運転を評価する
運転評価手段と、前記評価の結果を出力する出力手段とを備える車両の運転評価装置に備
えられたコンピュータを制御するコンピュータプログラムであって、該コンピュータを前
記加速度検出手段、前記分布算出手段、前記運転評価手段及び出力手段の少なくとも一部
として機能させる。
【００３５】
　本発明のコンピュータプログラムに係る実施形態によれば、当該コンピュータプログラ
ムを格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体から
、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該
コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実
行させれば、上述した本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態を比較的簡単に実現で
きる。
【００３６】
　尚、上述した本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態における各種態様に対応して
、本発明のコンピュータプログラムに係る実施形態も各種態様を採ることが可能である。
【００３７】
　本発明のコンピュータプログラム製品の実施形態は、ドライバが運転する車両の加速度
を検出する加速度検出手段と、前記加速度の度数分布を算出して格納する分布算出手段と
、前記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運転を評価
する運転評価手段と、前記評価の結果を出力する出力手段とを備える車両の運転評価装置
に備えられたコンピュータを制御するコンピュータプログラムであって、該コンピュータ
を前記加速度検出手段、前記分布算出手段、前記運転評価手段及び出力手段の少なくとも
一部として機能させる。
【００３８】
　本発明のコンピュータプログラム製品に係る実施形態によれば、当該コンピュータプロ
グラム製品を格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録
媒体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例え
ば伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダ
ウンロードすれば、上述した本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態を比較的容易に
実施可能となる。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、上述した本発明
の車両の運転評価装置に係る実施形態として機能させるコンピュータ読取可能なコード（
或いはコンピュータ読取可能な命令）から構成されていても良い。
【００３９】
　尚、上述した本発明の車両の運転評価装置に係る実施形態における各種態様に対応して
、本発明のコンピュータプログラム製品に係る実施形態も各種態様を採ることが可能であ
る。
【００４０】
　本発明の車両の運転評価方法に係る実施形態は、ドライバが運転する車両の加速度を検
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出する加速度検出工程と、前記加速度の度数分布を算出して格納する分布算出工程と、前
記度数分布における歪度を算出し、算出された該歪度から前記ドライバの運転を評価する
運転評価工程と、前記評価の結果を出力する出力工程とを備える。
【００４１】
　本発明の車両の運転評価方法の実施形態によれば、上述した本発明の車両の運転評価装
置と同様に、検出された車両の加速度データを度数分布として算出し、該分布の歪度に基
づいてドライバの運転を好適に評価することが可能となる。
【００４２】
　尚、本発明の車両の運転評価方法の実施形態においても、上述した本発明の車両の運転
評価装置の実施形態における各種態様と同様の各種態様を採ることが可能である。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態に係る車両の運転評価装置は、加速度検出手段と、分
布算出手段と、運転評価手段と、出力手段とを備える。本実施形態に係る車両の運転評価
方法は、加速度検出工程と、分布算出工程と、運転評価工程と、出力工程とを備える。本
実施形態に係るコンピュータプログラムは、コンピュータを、本実施形態に係る車両の運
転評価装置として機能させる。従って、可及的少ないセンサによって検出された車両情報
を用いて、ドライバの運転技術をも考慮した運転評価を行い、評価結果をドライバに報知
することができる。
【実施例】
【００４４】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について説明する。
【００４５】
　（１）　基本構成
　まず、図１を参照して本実施例に係る運転の評価装置の基本構成について説明する。こ
こに、図１は本実施例に係る運転の評価装置の基本構成を示すブロック図である。
【００４６】
　図１において、本実施例に係る運転の評価装置の一具体例である運転評価装置１は、加
速度センサ１０１、ＣＰＵ１０２及び出力部１０６を備えて構成される。
【００４７】
　加速度センサ１０１は、本発明における「加速度検出手段」の一具体例であって、物理
的、機械的、機構的、電気的などの態様を備え、少なくとも車両の前後方向にかかる加速
度を、より好適には更に左右方向の加速度をも検出可能な手段である。また、好適に車両
の加速度を検出可能であれば、車両の走行速度及び走行時間から現在の加速度を推測する
などの手段を備えて構成されていても構わない。加速度センサ１０１により検出された車
両の加速度データは、該加速度センサ１０１と電気的に接続されたＣＰＵ１０２に対して
出力される。
【００４８】
　ＣＰＵ１０２は、本発明における「分布算出手段」の一具体例である分布算出部１０３
、並びに「運転評価手段」の一具体例である統計処理部１０４及び運転評価部１０５を備
えて構成される。加速度センサ１０１からの加速度データの入力を受け、分布算出部１０
３により該加速度データの度数分布が算出され、統計処理部１０４により該度数分布にお
ける歪度、或いは、少なくとも度数分布において、正の加速度と負の加速度においていず
れかの側（特に負の加速度の方向）への偏りを示す指標となり得る値が算出される。なお
歪度の計算は公知の式を用いて算出される。そして、運転評価部１０５によって、算出さ
れた歪度は所定の閾値と比較され、或いは直近の歪度のトレンドが観測され、将来的に所
定の閾値を超過すると判断された場合には、ドライバの予測判断レベルが低下していると
の評価結果が出力部１０６に対して出力される。後に詳述する通り、このような加速度デ
ータの一連の処理は、走行中は常時リアルタイムに行われる。
【００４９】
　出力部１０６は、本発明における「出力手段」の一具体例であり、典型的にはディスプ



(9) JP 4886047 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

レイやスピーカなどであり、運転評価部１０５から評価結果の入力を受け、該評価結果に
応じて車両のドライバ或いは乗員に対して文字或いは音声を用いて注意喚起などの報知を
行う。他にも、出力部１０６の制御のもと、評価結果に応じて車両運転評価装置１に付随
する各部を動作させるような手段によって、ドライバ或いは乗員への報知を行うよう構成
されていても構わない。つまり、出力部１０６は、少なくとも評価結果に応じた注意喚起
などを幾らかなりと車両のドライバ或いは乗員に対し報知を行える構成であれば、どのよ
うな形態をとることも可能である。
【００５０】
　また、運転評価装置１は、図示されないメモリを備えて構成されていても良く、このよ
うに構成された場合、該メモリの動作によって算出された加速度データの度数分布を好適
に保存し得る。
【００５１】
　また、ＣＰＵ１０２は、本発明の「車速推測手段」及び「道路判定手段」の一例として
構成されていても良い。この場合、ＣＰＵ１０２は、加速度センサ１０１において検出さ
れた加速度データの入力を受け、該加速度データを経時的累積し、当該運転評価装置１が
搭載されるところの車両の速度（つまり、車速）の推測を常時行う。次に、車速に基づい
て、例えば、現在の走行道路が一般道路であるか、高速道路であるかなどの現在の車両の
走行状況の判定を行う。この判定の例としては、加速度センサーから得られる情報を用い
て所定期間における加速度の変化の度合いを検知する方法や、後述する車速推測部１０７
から得られる車速を検知する方法などを用いて判定することができる。そして、判定され
た走行状況に応じて、前述の運転評価部１０５において行われる加速度データの歪度と所
定の閾値との比較、或いは歪度のトレンドの観測における評価の態様が変更される。評価
の態様の変更は、予め設定された複数の態様を走行状況に応じて採用するものであっても
よく、また、走行状況に基づいて演算されるなどしてもよい。
【００５２】
　また、加速度データ１０１において検出された加速度データの入力を受け、車速推測部
１０７において、該加速度データを経時的累積し、車速の推測を行う。
【００５３】
　尚、本実施例に係る運転評価装置１は、典型的には、車両に搭載或いは設置されて単体
で動作することを目的とする所謂スタンドアロン型の装置であり、加速度センサ１０１、
ＣＰＵ１０２、出力部１０６とを備えて成る装置である。しかしながら、他方で、デジタ
ルタコグラフやカーナビゲーションシステムなどの装置或いは車両自体に組み込まれ、例
えば、該装置に備えられる加速度センサなどの加速度検出手段からの加速度の入力を受け
、同様に該装置に備えられるディスプレイやスピーカなどの出力手段を介して、運転評価
結果の出力を行うよう構成されていても良い。
【００５４】
　次に、図２を用いて、本実施例に係る加速度データに基づく運転評価の態様について説
明する。ここに、図２は、本実施例に係る車両の加速度の度数分布を示すヒストグラムの
一例である。
【００５５】
　図２に示すように、本実施例における分布算出部１０３は、典型的には、０Ｇ（つまり
、車両に加速度がかかっていない状態）を中心とし、正の加速度（つまり、アクセル操作
などによる車両の加速を示す）及び負の加速度（つまり、ブレーキ操作などによる車両の
減速及び制動を示す）について、所定の時間毎に検出された加速度データを度数分布とし
て算出する。つまり、ドライバがアクセル操作などによる加速を行う毎に、検出された正
の加速度の度数が加算されて行く。他方で、ドライバがブレーキ操作などによる減速及び
制動を行う毎に、検出された負の加速度の度数が加算されて行く。また、急加速或いは急
制動など、特に大きな加速度の変化があった場合、該加速度データはその分グラフの中心
より離れた位置にプロットされることとなり、図２に示すような所定の急加速或いは急制
動として判断される閾値を超えるデータに関しては、急加速或いは急制動として判定され
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ることとなる。
【００５６】
　例えば、走行中、周囲に配慮がなされているドライバの運転であれば、図２において実
線で示すように、分布の歪度は０に近づき、一方で尖度は増加する傾向にある。また、加
速及び制動の両者を多用するドライバの運転であれば、図２に点線で示されるとおり、前
述のドライバの運転に比して尖度は低減するものの、結果として、分布の歪度は０に近く
なる傾向にあると言える。他方で、破線に示すように加速/減速度合が通常より大きい上
、特に急制動の頻度及び度合が高いドライバの運転は、走行環境における予測判断が十分
になされておらず、車間距離の不備、脇見運転或いは速度の超過などの理由から、不必要
なブレーキを多用していると考えることが出来る。このような運転においては、その歪度
は、加速度データの傾向が負の加速度に偏っていることを示し（例えば、歪度＜０となる
状態）、該歪度が所定の閾値を超過した場合、或いは該歪度のトレンドから、近い将来に
所定の閾値を超過することが推測される場合、運転評価部１０５によりドライバの予測判
断レベルが低下していると判断され、出力部１０６へ評価結果が出力されることとなる。
【００５７】
　また、運転スキルが高い人であっても、例えばアルコールを数時間前に摂取した後や疲
労時などは予測判断レベルの低下が見られる場合もあり得る。このような場合でもリアル
タイムで運転評価がなされていることから、予測判断レベルの低下が見られた際にただち
にこれに反応してドライバに注意を喚起することができる。
【００５８】
　（２）　基本動作
　次に、図３を参照して本実施例の運転評価装置１に係る基本動作の流れについて説明す
る。ここに、図３は、該基本動作の流れを示すフローチャートである。
【００５９】
　まず、ドライバによる車両の運転中には常時、加速度センサ１０１によって車両の加速
度が検出され（ステップＳ１０１）、加速度データとしてＣＰＵ１０２へ出力される。次
いで、ＣＰＵ１０２に備えられる分布算出部１０３において、入力された加速度データの
度数分布が算出される（ステップＳ１０２）。加速度データの度数分布の算出の態様に関
しては、前述の通り、所定の時間単位ごとに算出される加速度データにおいて比較的最近
のサンプルのみを分布に加算する（つまり、検出より所定の時間後に加速度データは分布
の算出の対象から外れる）ように構成されていても良く、他方で、比較的長期間の加速度
データにおいて、加速度の検出時期に応じた重みづけを施された加速度データを分布に加
算するように構成されていても良い。また、このとき、加速度データの入力を受けて、Ｃ
ＰＵ１０２において、典型的には一般道路であるか、高速道路であるかに大別される、現
在の車両が走行している路面の状況を判定するよう構成されていても良い。
【００６０】
　次に、統計処理部１０４において、算出された加速度データの度数分布における歪度の
算出が行われる（ステップＳ１０３）。そして、算出された歪度と、所定の閾値との比較
が、運転評価部１０５において行われる（ステップＳ１０４）。
【００６１】
　歪度が所定の閾値を超過している場合（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、その旨を示す評
価結果が出力部１０６に渡され、出力部１０６において車両のドライバ或いは乗員に対す
る報知が行われる（ステップＳ１０５）。この時、歪度と比較される閾値は、複数通り用
意されていても良く、夫々の閾値を超過した場合に応じた評価結果が出力部１０６に渡さ
れ、夫々の評価結果に応じた報知を行うように構成されていても良い。つまり、少なくと
も一つ以上の閾値を超過することによって評価されるドライバの運転における予測判断の
レベル（すなわち、加速度データの分布が、負の加速度への偏りを有する度合）を幾らか
なりとドライバに報知し得る構成であれば良い。
【００６２】
　他方で、ステップ１０４において、歪度と所定の閾値との比較を行いつつ、歪度の移動
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平均を観測することで傾向推定を行うよう構成されていても良い。このように構成された
場合、加速度データの分布が所定の閾値を超過することが推測された場合（ステップＳ１
０４：Ｙｅｓ）、その旨を示す評価結果が出力部１０６に渡され、前述のように報知が行
われる（ステップＳ１０５）
　加速度分布の歪度において、所定の閾値を超過しない場合、或いは移動平均の観測から
、所定の閾値を超過することが推測されない場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、引き続き
加速度の検出からの一連の処理が（ステップＳ１０１～ステップＳ１０４）が繰り返され
る。
【００６３】
　ここに、車両の加速度を算出するにあたり、車両の左右方向の加速度（所謂、横Ｇ）を
検出するよう構成された加速度センサ１０１を用い、該横Ｇの加速度データを度数分布に
加算するよう構成されていても良い。この動作によれば、横Ｇの変化の要因として考えら
れるドライバの急ハンドル操作をも考慮に入れた運転評価を実現することが可能となる。
【００６４】
　尚、このような横Ｇの加速度データを度数分布に加算する際に、重み付けを行った上で
加算を行うよう構成されていても良い。より具体的には、例えば、車両の左右方向の加速
度に対する前後方向の加速度に重点を置く場合では、横Ｇの加速度データに対して、例え
ば、八掛けを行ったデータを加えてもよいし、他方で、その逆の構成も考えられ得る。ま
た、カーナビゲーション装置などに本発明の運転評価装置が組み込まれている場合には、
このカーナビゲーション装置から地図データを取得して車両が走行する地形に応じてこの
重み付けを変化させてもよい。
【００６５】
　以上の結果、ドライバが運転する車両の加速度の度数分布を算出し、該度数分布におけ
る歪度に基づいて、統計的にドライバの運転技術をも考慮した運転の評価を行うことが出
来る。
【図１】 【図２】
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